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西川町企画財政課財政係 

 

令和６年度決算に基づく財政健全化判断比率等の公表

について 
 

 地方公共団体の財政を適正に運営することを目的として、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律（財

政健全化法）」が平成１９年６月に公布されました。これにより、平成１９年度決算から財政健全化にかかる

各指標（実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率・公営企業ごとの資金不足比率）

の公表及び議会への報告、さらに監査委員による審査が義務付けられました。 

 また、平成２０年度決算からは、４つの指標のいずれか一つに抵触した場合、「早期健全化基準」を超える

団体は早期健全化計画の策定と外部監査が義務付けされ、「財政再生基準」を超える団体では、財政破綻状態

とみなされて財政再生計画を策定のうえ起債が制限されるなど、国の監視下のもと財政健全化を進めること

となります。同じように、資金不足比率についても、「経営健全化基準」を超えると当該公営企業の経営状況

が悪化した要因の分析結果を踏まえて、経営健全化計画を策定しなければなりません。 

 財政健全化法では、「早期健全化」と「財政再生」の２段階で財政悪化をチェックするとともに、特別会計

や企業会計も併せた連結決算により、地方公共団体の財政状況を明らかにするものとされています。 

 本町の令和５年度決算に基づく算定結果は以下のとおり、全ての比率で基準を下回り、町の財政が健全であ

るという結果になりました。 

 

【健全化判断比率】                        （ ）内は昨年度比率 

区    分 西川町算定結果 早期健全化基準 財政再生基準 

○実質赤字比率 
―  

（－） 
１５．０％     ２０．０％     

○連結実質赤字比率 
― 

（－） 
２０．０％     ３０．０％     

○実質公債費比率 
１１．２％ 

(１１．６％) 
２５．０％     ３５．０％     

○将来負担比率 
― 

(－) 
３５０．０％      

 ＊「－」は、当該比率が生じていないことを表します。 

  



■ 実質赤字比率 

普通会計（一般会計及びそれに準ずる会計）の実質収支額の赤字を標準財政規模（※）で除して求める比率 

  実質赤字比率 ＝     普通会計の実質赤字額 

                標準財政規模 

※ 標準財政規模・・・・税収、地方交付税、各種交付金（地方譲与税等）などの使途が特定されない収入の

総額の標準的な規模を表します。＜令和６年度標準財政規模＝ ３，４４６，９５２千円＞ 

 

会計名称 実質収支額 

一般会計 ５０４，５２７千円  

 

■ 連結実質赤字比率 

  全ての会計の実質収支額の赤字を標準財政規模で除して求める比率 

  連結実質赤字比率 ＝       連結実質赤字額 

                   標準財政規模 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

会計名称 実質収支額 

一般会計 ５０４，５２７千円  

国民健康保険事業会計 １４，９２８千円  

後期高齢者医療事業会計 ２０３千円  

介護保険事業会計 １２，８４９千円  

会計名称 資金不足・剰余額 

水道事業会計 ２９８，６２８千円  

病院事業会計 ２６４，５９６千円  

公共下水道事業会計 ４８，３３５千円  

農業集落排水事業会計 ７，６０２千円  

宅地造成事業会計 ０千円  

実質赤字比率 ＝ 

連結実質赤字比率 ＝ 

全会計黒字 

全会計剰余 



■ 実質公債費比率 

  一般会計等が単年度に支払う地方債等の償還額を標準財政規模で除して求める比率 

 実質公債費比率 ＝       (地方債の元利償還金＋準元利償還金)－(元利償還金等に係る基準財政需要額算入額) 

                         標準財政規模―(元利償還金等に係る基準財政需要額算入額) 

 

算 定 項 目 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①公債費充当一般財源等 ７６２，７００千円 ６８９，３６７千円 ６６０，２１８千円 

②水道･病院・簡易水道・公共下水道・

農業集落排水事業繰出金のうち地方

債の償還に充てた額 

１３４，０５８千円 １１７，８５３千円 １２８，４７６千円 

③西村山広域行政事務組合負担金の

うち地方債の償還に充てた額 
１９，２１４千円 １８，４７６千円 １８，７３８千円 

④債務負担行為の地方債に係る額 

(利子補給等) 
１０，８８２千円 ５，７０９千円 ９，５８８千円 

⑤一時借入金の利子 ０千円 ０千円 ０千円 

⑥基準財政需要額に算入された災害

復旧費等の計＜減算項目＞ 
５７６，１３３千円 ５１６，６４９千円 ５０９，０９９千円 

計【分子】①＋②＋③＋④＋⑤－⑥ ３５０，７２１千円 ３１４，７５６千円 ３０７，９２１千円 

⑦標準財政規模 ３，４４４，４９１千円 ３，３９６，２１０千円 ３，４４６，９５２千円 

⑧基準財政需要額に算入された災害

復旧費等の計＜減算項目＞ 
５７６，１３３千円 ５１６，６４９千円 ５０９，０９９千円 

計【分母】⑦－⑧ ２，８６８，３５８千円 ２，８７９，５６１千円 ２，９３７，８５３千円 

実質公債費比率(単年度) １２．２２７％ １０．９３１％ １０．４８１％ 

 

実質公債費比率(３ヵ年平均) １１．２％ 

 ＊ この数値は、令和４年度から令和６年度までの当該比率の平均値となります。 

 

  

実質公債費比率 ＝ 



■ 将来負担比率 

  一般会計等が将来負担すべき実質的な負債額(地方債、債務負担行為残高等)から充当可能基金や特定財

源、地方交付税で後年度に負担される額を差引いたものを標準財政規模で除して求める比率 

  将来負担比率 ＝     将来負担額―(充当可能基金＋特定財源見込額＋地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額) 

                          標準財政規模―(元利償還金等に係る基準財政需要額算入額) 

 

算 定 項 目 金  額 

① 地方債の現在高 ５，５２７，７５１千円 

② 債務負担行為支出予定額 ３，６９６千円 

③水道･病院・簡易水道・公共下水道・農業集落排水事業へ

の地方債償還へ充てるための繰出見込額 
９１６，２１８千円 

④組合等負担等見込額 
(西村山広域行政事務組合公債費充当負担金) 

１６，５２９千円 

⑤退職手当負担見込額 
(対象年度末で自己都合により特別職を含む全職員が退職すると仮定した場

合の退職手当負担金のうち一般会計で負担する額) 
８０９，０３７千円 

⑥設立法人の負債額等負担見込額 

(対象法人：なし) 
０千円 

⑦組合等連結実質赤字額負担見込額 
(対象組合：西村山広域行政事務組合、山形県市町村職員退職手当組合、山形県消防

補償等組合、山形県自治会会館管理組合、山形県後期高齢者医療広域連合) 
０千円 

⑧  ①～⑦計【将来負担額】 ７，２７３，２３１千円 

⑨地方債償還額等への充当可能基金 
(対象基金：財政調整基金、減債基金、地域福祉基金、町有施設整備基金、丸山薫記念基

金、ふるさとづくり基金、国民健康保険基金、介護給付費等準備基金、土地開発基金、

育英奨学基金、用品調達基金、公務災害補償基金、肉用牛特別導入基金、新型コロナウ

イルス感染症対策基金) 

３，８５８，３５３千円 

⑩地方債償還額等への充当可能特定歳入 
(対象特定歳入：町営住宅貸付料、特定公共賃貸住宅貸付料) 

１，８８１千円 

⑪普通交付税基準財政需要額算入見込額 ４，５４２，６２１千円 

⑫  ⑨～⑪計【充当可能財源】 ８，４０２，８５５千円 

計【分子】⑧－⑫  ― １，１２９，６２４千円 

⑬標準財政規模 ３，４４６，９５２千円 

⑭基準財政需要額に算入された災害復旧費等の額 ５０９，０９９千円 

計【分母】⑬－⑭ ２，９３７，８５３千円 

将来負担比率 ― 

  

将来負担比率 ＝ 



 【資金不足比率】 

 公営企業ごとの資金不足額を事業規模で除して求める比率 

  資金不足比率 ＝        資金の不足額 

                  事業の規模 

 

区    分 資金不足比率 資金不足･剰余額 事業規模 経営健全化基準 

○水道事業会計 ― ２９８，６２８千円 １１６，５８２千円 

２０．０％ 

○病院事業会計 ― ２６４，５９６千円 ４５０，６９７千円 

○公共下水道事業会計 ― ４８，３３５千円 ４３，４３７千円 

○農業集落排水事業会計 ― ７，６０２千円 ４，２３９千円 

○宅地造成事業会計 ― ０千円 ４，０５０千円 

＊「－」は、資金不足が生じていないことを表しています。 

＊ 簡易水道事業会計は平成29年度から水道事業会計に統合されました。 

資金不足比率 ＝ 


